
 土 地 売 払 案 内 書

東大阪市 企画財政部 

資産経営室資産経営課 

（令和６年１２月） 



ご あ ん な い

 次の要領で、市有地売払い一般競争入札を行います。入札に参加される方は、この案 

内書をよくお読みのうえ申込みください。
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一 般 競 争 入 札 は

地方公共団体が土地を売り払うときに行う方法で、参加者が購入しようとする金額を

入札書に記入していただき、本市で設定した最低売却価格以上で、かつ最高の金額で入札

された方を落札者として、契約を締結いたします。
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市有地売払の要領 

Ⅰ 物 件 概 要

所在及び地番 登記地目
地積

（実測）
最低売却価格 備考

東大阪市

高井田中一丁目３７番１、

同所同番５

宅地
3,502.65㎡

（3,502.65㎡）
657,000,000円 建物付

Ⅱ 現 場 説 明 会

下記日時に現場説明会を行います。参加を希望される方は、令和７年１月２４日（金）

午後５時までに電話予約をした上で参加してください。なお、現場説明会への参加は任意

となりますが、不参加の場合は、入札に参加するうえで説明会当日に説明した事項につい

て全て了承する旨の申立書を提出していただきます。 

（資産経営課 TEL：06－4309－3017） 

（１） 日 時 令和７年１月２７日（月） 午前１０時３０分～ 

        令和７年１月２８日（火） 午前１０時３０分～ 

（２） 場 所 東大阪市立産業技術支援センター前（東大阪市高井田中一丁目５番３号） 

  ※位置図に図示しております。 

【注意事項】 

・現地の駐車場は使用できません。必ず公共交通機関等をご利用ください。 

・現場説明会は上記日時に限り実施します。参加いただく日時は市側で調整させていた

だく場合があります。 

・現場説明会では、入札書及び入札保証金納付書を配布します。本案内書については各

自ご持参ください。 

・現場説明会に参加できなかった場合は、現場説明会不参加の「申立書」、入札書及び

入札保証金納付書を、資産経営課窓口で別途お受取りください。 

・現場説明会では質疑応答は行いません。 

※建物内は天井パネル等の落下や雨漏りなどが多く、劣化が著しい状況です。説明会で

は建物内も確認いただく時間を設ける予定ですが、ヘルメットやマスク、履物などは

各自でご準備ください。現場説明会開催中に生じた事故について本市は責任を負いか

ねますので、あらかじめご了承のうえご参加ください。なお、市の判断により建物内
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の見学を中止する場合があります。建物内の状況については、公開している写真でも

確認できますのであわせてご覧ください。 

（３） 質問・回答  

現場説明会の後、物件に関する質問については次の要領で行ってください。 

質問方法 質問書（本市所定様式）を Eメールで提出 

受付期間 令和７年１月２７日（月）～令和７年１月３１日(金)午後５時 

あて先 東大阪市 企画財政部 資産経営室資産経営課  

Email：shisankeiei@city.higashiosaka.lg.jp
回答方法 本市ウェブサイト上で質問及びその回答を公開します。 

回答予定日 令和７年２月１０日（月）   

・公平を期すため、上記要領によらない物件に関する質問については一切回答できません

のでご了承ください。 

・質問回答に際して、同様の質問があった場合の内容集約、意図を変えない範囲での表現

の変更、説明事項の補足等をおこなうことがあります。 

・Eメール到達確認のため、送信後に電話確認をお願いします。 

（資産経営課 TEL：06－4309－3017） 

Ⅲ 土 地 買 受 申 込 み

１ 申込人の資格 

次の①から⑪までのいずれにも該当しない者であること。

 ① 成年被後見人 

 ② 民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９条）附則第３条第３項の規定

によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治２９年法律第

８９号）第１１条に規定する準禁治産者 

 ③ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者

 ④ 民法第１７条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補

助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者

 ⑤ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得て

いない者

 ⑥ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされている

者又は破産者で復権を得ていない者

 ⑦ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）

第５条第１項に規定する観察処分を受けた団体及びその役職員又は構成員

 ⑧ 東大阪市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者

 ⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２

条第１項各号、並びに東大阪市暴力団排除条例（平成２４年３月３０日東大阪市条例

第２号）第２条第１号から第３号の規定に該当する者及び同規定に掲げる者から委託
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を受けた者や関係団体

 ⑩ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすお

それのある団体に属する者

 ⑪ 地方自治法施行令１６７条の４第２項各号いずれかに該当する者で、当該各号に該

当する事実のあった日から３年を経過していないもの

２ 買受申込みの受付

土地買受希望者は、持参又は郵送で次のとおり必要書類を提出し買受申込みを行ってく

ださい。なお、郵送の場合は配達証明付書留郵便に限るものとし、提出期限内必着で提出

してください。

※郵送を行った際、その旨を資産経営課（TEL：06-4309-3017）まで連絡してください。

なお、理由の如何を問わず期限内に資産経営課まで書類が到着しない場合や書類に不備が

ある場合は受付ができませんので、十分余裕を持って提出してください。

（１）受付日時 令和７年２月２０日(木)から令和７年２月２７日(木)まで 

（土日祝日を除く） 

   午前９時～正午／午後１時～午後５時

（２）受付場所 〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目１番１号 東大阪市役所 １２階 

 東大阪市 企画財政部 資産経営室資産経営課 ℡06－4309－3017（直通） 

（３）買受申込みに必要な書類

① 土地買受申込書 

② 誓約書（法人の場合はさらに役員名簿を添付すること） 

③ その他添付書類 

個人の場合 

各１通 

１．住民票 

２．印鑑登録証明書 

法人の場合 

各１通 

１．履歴事項全部証明書（法人登記簿謄本） 

２．印鑑証明書 

共同買受の場合 
１．代表者選任届 

２．申込者全員の上記書類 

④ 申立書（※現場説明会に参加していない場合のみ。） 

（注意事項）

（ⅰ）住民票及び各証明書は発行後３ヶ月以内のもの（令和６年１２月３日（火）以降に

発行したもの）に限ります。 

（ⅱ）申込みのため提出された書類等は、その事由のいかんにかかわらず返還いたしませ

ん。
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（４）申込み手続きにおける注意事項

① 実地及び土地の地積及び公法上の規制等を十分確認した上で、申込みしてください。

② 本案内書及び市有財産売買契約書（例）をよく読んで承知の上「土地買受申込書」

に必要事項を正確に記入及び押印（印鑑登録の印）し、所定の添付書類を添えて受

付場所に持参又は郵送で提出し、入札参加の手続きをしてください。 

③ 申込み手続きを済ませていない者は、入札参加の資格がありません。 

④ 落札者の決定後に「土地買受申込書」に記入している買受申込人と異なる名義での

契約及び登記はできません。 

Ⅳ 入 札

１ 入札日時及び場所 

（１）日 時 令和７年３月３日（月） 午前１０時３０分～ 

（２）場 所 東大阪市役所 本庁舎別館２階 第１入札室

・入札時刻の３０分前より受付します。 

・入札参加する物件の入札時刻５分前には入札保証金の納付手続きを完了してください。

○入札当日持参していただくもの

入札書 現場説明会又は資産経営課窓口で配布したもの。

入札保証金 保証小切手で納付。落札者を除き開札後還付します。

入札保証金納付書 現場説明会又は資産経営課窓口で配布したもの。

申込人の印鑑
印鑑登録の印。委任状提出者は委任状に押印された代理人の印鑑

で可。

委任状 代理人により入札しようとする場合必要。

２ 入札保証金

（１）入札保証金の受付

  入札に参加される方は、入札当日の受付時に、入札保証金を納付していただきます。

（２）入札保証金の額

入札者は、入札保証金として、入札者が入札しようとする価格（最低売却価格以上）

の１００分の３以上の額（１，０００円未満切り上げ）を納付してください。 
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〔例：６５８，５５０，０００円で入札する場合の入札保証金〕 

６５８，５５０，０００円 ×３／１００ ＝ １９，７５６，５００円 

必要な入札保証金額            １９，７５７，０００円以上

（３）入札保証金の納付方法

入札保証金は、保証小切手（電子交換所に加盟する金融機関が振り出し、発行日から

１０日以内のもの（令和７年２月２５日（火）以降に発行したもの）に限る。）で納付

してください。 

線引き小切手で振り出される場合は、持参人払いの一般線引小切手としてください。 

（４）入札保証金の取扱い 

① 入札保証金には利息を付しません。 

② 入札保証金は、落札者を除き開札後、納付場所において還付します。

③ 落札者には、契約締結後に還付します。（契約保証金に充当することもできます。）

④ 落札者の決定後、落札者がその権利を放棄したときは、納付された入札保証金は市

に帰属します。 

３ 入札要領

（１）入札方法 

① 入札は一般競争入札で行います。入札書は現場説明会又は資産経営課窓口で配布し

た本市所定の様式を使用してください。 

② 入札執行官の説明終了後、入札箱に入れてください。 

③ 開札は入札者の面前で行い、本市の設定した最低売却価格以上の最高金額で入札し

た者を落札者とします。 

開札する際に入札者又はその代理人が不在の場合は、本市の指定した職員が立ち会

いのうえ開札します。この場合、異議の申し立てはできません。

④ 落札となるべき同価格の入札者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者でくじを

引き落札者を決めます。

この場合において、当該入札者の内、くじを引かない者があるときは、これに代え

て当該入札事務に関係ない職員にくじを引かせることができます。 

⑤ 落札の決定は、開札後直ちに行い、入札場所で通知します。 

⑥ 入札者は、提出した書類の書き換え、引き替え又は撤回することができません。 

※ 入札の公平性・透明性確保のため、落札した物件については、その内容（物件所在地、

数量、落札者名（個人を除く）、落札金額、入札参加者数、最低売却価格）を本市ウェ

ブサイト等で公表いたしますので、参加者はこのことを了承した上でお申込みください。

（２）入札参加者の心得
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  入札執行官の指示に従ってください。

  次の行為をした者は、入札の参加を認めません。

① 公正な入札の執行を妨げる行為

② 公正な価格の成立を害する行為

③ 不正の利益を得るために連合する行為

（３）入札の無効

次に該当する入札は無効とします。

① 入札参加資格のない者がした入札

② 入札金額の訂正された入札

③ 入札者又はその代理人が同一事項について、２通以上行った入札、又はこれらの者

がさらに他の者を代理して行った入札

④ 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入

  札

⑤ 不正行為によってなされたと認められる入札

⑥ 入札保証金が納付されていない入札、又はその額が所定の額に達していない入札

⑦ 入札書に入札金額（\マークを含む）、件名の表示、入札者の住所又は所在地、入札

者の氏名又は名称の記載のない入札、申込人の印鑑登録の印又は受任者使用印を用い

ずに行った入札、又はこれらが明確でない入札

⑧ 委任状を提出しないで代理人が行った入札 

⑨ 入札に関する条件に違反した入札

（４）入札の中止

 次のような場合、入札を中止または入札期日を延期することがあります。

① 不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき

② 災害その他やむを得ない事由があるとき

（５）入札参加者

  当日、入札参加者は一件の申込みに対して、２名以内とします。

Ⅴ 契 約

１ 契約の締結 

（１）契約予定者は、落札の決定の日から１０日を目途に遅滞なく、「市有財産売買契約

書」及びその他契約関係書類に記名押印のうえ、市に提出するとともに、契約保証金

を納付してください。
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（２）契約予定者が上記の契約締結の手続きを怠ったときは、契約の決定を取り消します。

また、納付した入札保証金は市に帰属することになります。 

（３）契約は東大阪市売払い等暴力団排除措置要綱第５条に基づく確認が終了した後、提

出された「市有財産売買契約書」に市長が記名押印したときに確定します。

（４）契約予定者が契約を締結しない場合は、事後の入札に参加できない場合があります。

２ 契約保証金

（１）契約保証金の額は、契約金額の１００分の３以上の額とします。なお、入札保証金

を契約保証金に充当することが可能です。

（２）契約予定者が契約保証金を納付しないときは、契約を取り消します。この場合、納

付された入札保証金は本市に帰属することになります。

（３）契約保証金は、本市指定の納付書で納付してください。

（４）契約保証金には、利息を付しません。 

（５）本市と契約を締結した者（以下「契約者」という。）が契約上の義務を履行しない

ときは、本契約を解除します。その場合納付した契約保証金は市に帰属することにな

ります。

（６）契約保証金は、契約者がその債務を履行した後、還付します。

（７）契約保証金は、売買代金に充当することができます。

３ 契約の履行

（１）契約者は、契約金額の全額を契約締結の日から３０日以内に市に納付してください。

（２）「市有財産売買契約書」（２通のうち１通）には、契約金額に応じた額の収入印紙

の貼付（印紙税）が必要であり、契約者の負担となります。 
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＊印紙税額一覧（国税庁ウェブサイトから抜粋。）

４ 売買物件の引渡し及び使用

（１）売買物件の引渡しは売買代金が完納されたときにあったものとします。なお、売 

買物件内に存在する一切の市有建築物等（建築物、工作物、設備配管などの地下埋 

設物及び収容動産。以下、「建築物等」という。）についても同様です。

（２）売買物件及び建築物等は現状有姿のまま引渡すものとします。契約者は、引渡し後

土地（売買物件）及び建築物等受領書を市に提出してください。

（３）本契約締結のときから売買物件の引渡しのときまでにおいて、売買物件の全部又は

一部が本市又は契約者の責に帰することができない事由により滅失し、又はき損した

場合、契約者は本契約を解除することができます。 

（４）契約者は、売買物件から過去に撤去された建築物や工作物の基礎等の地下埋設物、

または土壌汚染物質が発見もしくは検出されるリスクがあることを承知するものとし、

売買物件における品質上の問題（面積の不足を含むが、これに限らない。）が発見さ

れた場合において、修補による追完、売買代金の減額又は損害賠償を請求すること並

びに契約の取り消しを主張することはできません。 

５ 所有権移転及び登記

（１）売買物件にかかる所有権の移転時期は、売買代金が完納されたときとします。

（２）売買物件の所有権移転登記は、市が嘱託により行います。なお、未登記物件にかか

る登記嘱託は行いません。 

（３）売買物件の所有権移転に要する登録免許税その他の費用は、契約者の負担とします。
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（４）売買物件の所有権移転登記と同時に、５年間の買戻特約を設定します。

（５）契約者は、所有権移転の日から５年を経過しないうちに第三者に所有権を移転する

ことはできません。

（６）（５）のほか、本案内書「Ⅵ用途の制限」記載の事項に違反した場合、買戻しを実

行することがあります。

（７）（５）の定めに関わらず、所有権移転の日から５年を経過しないうちに契約者から

市に対し買戻特約の解除にかかる申し出があった場合等で、その理由を市が正当と認

めるときは、買戻特約登記を抹消することができます。その場合、その登記に要する

費用（登録免許税）は契約者の負担とします。

＊登録免許税額 

・所有権移転に要する登録免許税額は、不動産の価額×１０００分の１５ 

（令和８年３月３１日まで）不動産の価額は市が発行する価格通知書記載額

又は登記官認定価額です。 

  ・買戻特約の抹消登記に要する登録免許税額は、不動産１個につき１０００円です。 

※令和８年４月１日以降は登録免許税額が変更となる場合があります。 

６ 公租公課 

所有権移転登記後の公租公課等は、契約者の負担とします。 

７ 届出義務

契約者（契約者が死亡したときは、相続人）は、契約後、所有権移転の登記が完了する

までの間において、当該契約者が、以下のことに該当することとなったときは、市にその

旨の届出を速やかに行ってください。

① 死亡（法人にあっては、解散又は合併） 

② 氏名（法人にあっては、名称又は代表者名）又は住所を変更したとき 

８ 契約解除

（１）契約者が、本案内書及び市有財産売買契約書、土地調書の各条項に違反したとき、

または契約を履行しないときは、市は契約を解除することができます。 

（２）上記により契約を解除したときは、その旨を文書で通知します。

（３）上記の通知を受けた契約者は、市の指示する期間内に自己の費用で売買物件を原状

に回復して、市に引き渡さなければなりません。
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Ⅵ 用 途 の 制 限

（１）次に掲げる施設の用途に供すること及びそれらの用に供することとなる土地の 

貸付並びにその他の権利の設定をすることはできません。

① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

に規定する風俗営業または性風俗関連特殊営業を行うこと

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団等の用に供すること

③ 騒音、振動、粉塵、悪臭の発生等周辺の環境を悪化させる恐れがある施設の建設を

行うこと

④ 都市計画用途地域に定められた指定以外の用に供すること

（２）業種条件

買受人は次のいずれかを整備することとする。

①  製造業（総務省日本標準産業分類における大分類Ｅ製造業）を操業する施設

②  工業製品の企画設計及び研究開発拠点としての施設

※ 買受人により上記①又は②の条件を満たす施設を整備した後、業種条件を満たす

事業を営む法人に当該施設を売却又は貸し付けることを可能とする。

（３）その他

売買物件を利用するにあたっては、公序良俗に反することのないようにしてください。

また、建築確認にあたっては、都市計画法、建築基準法等の関連法令等を遵守し、行

政指導があった場合はこれに従ってください。
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最寄駅
小学校
中学校

【特記事項】

その他
・高井田中一丁目地区地区計画区域
・宅地造成等工事規制区域

私道負担 有
最低売却価格

６５７，０００，０００円

準防火地域

建蔽率 60% 容積率 200%

立地適正化計画 都市機能誘導区域外 居住誘導区域外

接道状況
北・東：法第４２条第１項第５号道路
南：法第４２条第１項第１号道路
（一部、法第４２条第１項第５号道路）  １、既存建築物、工作物や設備配管などの地下埋設物、収容動産、その他すべてを現状有姿で売却しま

すので、十分ご確認の上で申込みしてください。
 ２、本市において実施した地歴調査により土壌汚染の存在する可能性が認められたため、土壌汚染調査
を実施しました。当該調査においては基準値を超える有害物質は検出されておりませんが、所有権移転後
に基準値を超える有害物質が確認された場合は買受人の負担で適切に対応してください。
 ３、上記地歴調査により本物件には現存しない建物があったことを確認しています。これらの解体工事
の仕様及び残材の撤去状況は不明です。
 ４、本物件南に接する道路では道路の内側に道路境界線がありますが、現況幅員は維持してください。
 ５、都市計画法第２９条に基づく開発行為の許可を受ける場合は、同法第４０条に規定する公共施設の
用に供する土地の帰属等に伴い、使用可能面積が減少する可能性があります。
 ６、本物件南東角にある交通標識を移設する場合は落札者において関係機関と協議のうえ対応してくだ
さい。
７、本物件西端（旧公園内）にある側溝は落札者の負担で撤去してください。
 ８、本物件の南で市道と本物件をまたがるかたちで電柱が設置されているほか、中央付近に当該電柱の
支線が存在します。移設等必要な場合は買受人の負担において対応してください。
 ９、本物件北側にある防犯灯については、防犯灯の管理者（地元自治会等）と協議し、移設場所等を決
定し、契約者の負担で移設等してください（それに伴う手続きも含む）。
 １０、南側道路が埋蔵文化財包蔵地に指定されています。事業施工の際は、文化財法及び東大阪市文化
財保護条例の規定に基づく届出が必要です。

法令等
に基づく
制限

都市計画

市街化区域

用途地域 工業地域

準防火・防火地域

地積
（登記/実測）

3,502.65㎡/3,502.65㎡
地目

（登記/現況）
宅地 / 宅地

土   地   調   書
所在及び地番

公共施設等
近鉄・JR河内永和駅 約８００m

住所（住居表示）
市立高井田東小学校 約４００ｍ
市立長栄中学校 約４５０ｍ

東大阪市高井田中一丁目３７番１、同所同番５

東大阪市高井田中一丁目５番１６号付近
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（特記事項）
１、平成２８年３月末まで療育施設として使用していましたが、閉鎖後は未利用状態で放置されており、経常的修繕も行われていません。天井パネルの落下が随所に
  見られ、建物への進入には注意が必要な状況です。
２、令和４年度に実施したアスベスト調査において、療育センター及び歯科棟の建材の一部にアスベストの含有を確認しています。解体等の際は買受人の負担で適切に
  対応してください。
３、PCBの調査等状況については以下のとおりです。
   ・変圧器（動力用及び電灯用）：基準値以下であることを確認済です。
   ・エレベーター：平成９年製造。環境省・経済産業省が公表している「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する
    手引き（技術者向け詳細版）」に基づき、製造年からPCB含有の可能性は無いと判断しております。
   ・照明安定器：（一社）日本照明工業会による「PCB使用照明器具に関する情報」に基づき、建築年からPCB含有の可能性は無いと判断しております。
   ・医療機器：施設移転時にすべて撤去済です。
４、建物の中には残置物があります。本件は現状有姿での売却となりますので、残置物は買受人の責任で処分してください。
５、施設名称は建物図面と一致しない部分があります。延床面積は本市台帳記載の数字であり、実測の面積とは異なる場合があります。

東大阪市高井田中一丁目３７番１ 地上

鋼管造・テント葺
平家建

車寄

バケツ置場

鉄骨造・折板葺
平家建

鉄筋コンクリート造
スレート葺

29.25

50.40

1.80

渡廊下

鉄骨コンクリート造
平家建

土 地 調 書（建 物 等 概 要）
所在及び地番

療育センター

歯科棟

渡廊下

鉄筋コンクリート造
平家建一部2建

鉄筋コンクリート造
２階建

建物

施設名 建築年 構造等 その他

1,392.51

139.44

8.10

延床面積
（㎡）

登記

昭和55年 未登記
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①西から東を撮影 

②北西から南東を撮影 
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市 有 財 産 売 買 契 約 書

 売払人東大阪市（以下「甲」という。）と買受人□□□□□（以下「乙」という。）とは、

市有物件の売買に関し、次の条項により市有財産売買契約を締結する。

（信義誠実の義務）

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

（売買物件の表示）

第２条 売買物件は、次のとおりとする。 

土地 

所在及び地番 地目（登記/現況） 地積（実測）

東大阪市高井田中一丁目３７番１ 宅地 / 宅地
2,832.98㎡
（2,832.98㎡）

同所同番５ 宅地 / 宅地
669.67㎡
（669.67㎡）

建物 

名称 建築年 構造等 延床面積

療育センター 昭和55年
鉄筋コンクリート造

平家建一部２階
1,392.51㎡

歯科棟 昭和55年
鉄筋コンクリート造

２階建
139.44㎡

渡廊下 昭和55年
鉄骨コンクリート造

平家建
8.10㎡

渡廊下 昭和55年
鋼管造・テント葺

平家建
29.25㎡

車寄 昭和55年
鉄骨造・折板葺

平家建
50.40㎡

バケツ置場 昭和55年 鉄筋コンクリート造スレート葺 1.80㎡

（売買代金）

第３条 売買代金は、金□□□，□□□，□□□円とする。

（契約保証金）

第４条 乙は、本契約締結までに、契約保証金として金□□，□□□，□□□円を甲に納付

しなければならない。

２ 前項の契約保証金は、損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。

３ 第１項の契約保証金には利息を付さない。

（別冊） 
契約書例 



４ 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第１項に定め

る契約保証金を乙に還付する。ただし、第１項に定める契約保証金を売買代金に充当する

ことができる。

（代金の支払）

第５条 乙は、売買代金を甲の発行する納入通知書により、本契約の締結日から３０日以内

に一括して甲の指定する金融機関に支払わなければならない。

（所有権の移転及び登記の嘱託）

第６条 売買物件及び売買物件上に存在する一切の市有建築物等（建築物、工作物、設備配

管などの地下埋設物及び収容動産。（以下、「建築物等」という。））の所有権は、乙が

売買代金を完納したときに、乙に移転するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより売買物件の所有権が移転した後、速やかに甲に対して土地に関

する所有権移転登記を請求するものとし、甲はその請求により、遅滞なく所有権移転登記

を嘱託するものとする。この場合に必要な登録免許税その他の費用は、乙の負担とする。 

（売買物件の引渡）

第７条 甲は、前条第１項の定めにより売買物件及び建築物等の所有権が移転したときに、

乙に対し現状有姿のまま引渡しがあったものとし、乙は売買物件及び建築物等の受領書

を甲に提出するものとする。 

（買戻特約） 

第８条 甲は、乙が第１１条各項の定めに違反した場合又は所有権移転の日から５年を経

過しないうちに第三者に所有権を移転しようとした場合、第６条第１項に定める所有権

移転の日から５年以内に限り、乙に対し第３条に定める売買代金金□□□，□□□，□□

□円を支払い、売買物件を買い戻すことができる。 

２ 甲は、自らの買戻権を保全するため、第６条第２項に定める所有権移転登記と同時に買

戻特約の登記を嘱託するものとし、乙は甲に対し、当該登記の嘱託に必要な書面を速やか

に提出しなければならない。 

３ 第１項の定めにかかわらず、所有権移転の日から５年を経過しないうちに乙から甲に

対し買戻特約の解除にかかる申出があり、甲がその理由を正当と認めるときは買戻特約

を抹消することができる。 

４ 買戻特約抹消の登記は、甲の嘱託によるものとする。なお、その登記に要する登録免許

税は乙の負担とする。 

（危険負担）

第９条 本契約締結のときから売買物件の引渡しのときまでにおいて、売買物件の全部又

は一部が甲又は乙の責に帰することのできない事由により滅失し、又はき損した場合は、

乙は本契約を解除できるものとする。

（契約不適合責任）

第１０条 甲は、売買物件を現状有姿で売り払うものであり、乙は、売買物件から過去に撤

去された建築物や工作物の基礎等の地下埋設物、または土壌汚染物質が発見もしくは検

出されるリスクがあることを承知するものとし、売買物件が契約に適合しない（面積の不

足を含むが、これに限らない。）場合において、甲は、乙に対し一切の責任を負わないも

のとする。 



２ 前項の場合において、乙は、修補による追完、売買代金の減額又は損害賠償を請求する

こと並びに契約の取り消しを主張することができない。 

（用途の制限等）

第１１条 乙及び乙より売買物件を譲り受けた第三者（以下「乙等」という。）は、売買物

件を都市計画用途地域に定められた指定以外の用途に供することのほか、それらの用に

供することとなる土地の貸付並びにその他の権利の設定をすることはできない。 

２ 乙等は、前項の規定以外に甲が乙に所有権を移転した日から５年間、次に掲げる施設の

用途に供すること及びそれらの用に供することとなる土地の貸付並びにその他の権利の

設定をすることは、できないものとする。 

一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に定

められた風俗営業及び性風俗関連特殊営業の用途 

二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団等の活動の用に供すること 

三 騒音、振動、粉塵、悪臭の発生等周辺の環境を悪化させる用に供すること 

３ 乙は、売買物件にかかる土地売払案内書に記載された各条件を遵守及び履行しなけれ

ばならない。 

（違約金）

第１２条 乙は、本契約に定める義務に違反したときは、違約金として売買代金の３０パー

セントを甲に支払わなければならない。ただし、乙の責に帰することができないものであ

ると甲が認めるときは、この限りではない。

２ 前項の違約金は、第１９条に定める損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものと

する。 

（使用禁止）

第１３条 乙は、売買代金を完納するまでは、売買物件を使用することができない。 

（実地調査）

第１４条 甲は、第１１条各項に定める用途制限の履行状況を確認するため、臨時に実地調

査することができる。

２ 乙は、正当な理由なく実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提

出を怠ってはならない。

（契約の解除）

第１５条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しない場合（違反内容が軽微である場合を

含む。） において、何ら催告することなく本契約を解除することができる。

（契約保証金の帰属）

第１６条 前条により本契約を解除したときは、第４条第１項に定める契約保証金は、甲に

帰属する。また、乙の責に帰すべき事由により契約が無効又は履行不能となった場合にお

いてもまた同様とする。

（返還金等）

第１７条 甲は、第１５条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還

する。ただし、当該返還金には、利息を付さない。

２ 甲が、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。



３ 甲が、解除権を行使したときは、乙は、売買物件に支出した必要費、有益費その他の費

用があっても甲には請求することができない。

（原状回復の義務）

第１８条 乙は、甲が第１５条の定めにより解除権を行使したときは、甲の指定する期日ま

でに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が、売買物件を原状

に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。

２ 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その

損害賠償として契約解除時の時価により、滅損額に相当する金額を甲に支払わなければ

ならない。

３ 乙は、第１項に定めるところにより、売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期

日までに売買物件の所有権の抹消登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。

（損害賠償）

第１９条 乙は、本契約に違反したために甲に損害を与えたときは、甲の定める損害賠償金

を甲に支払うものとする。このとき、乙は自らの責に帰することができない事由であって

もその支払いを免れることはできない。

（返還金の相殺）

第２０条 甲は、第１７条第１項の定めるところにより、売買代金を返還する場合において、

乙が、第１２条に定める違約金を甲に支払う場合及び前条に定める損害賠償金を甲に支

払う義務があるときは、その全部又は一部と返還金とを相殺するものとする。 

（契約の費用）

第２１条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。 

（届出義務）

第２２条 乙は、契約後、所有権移転の登記が完了するまでの間において、次の各号の一に

該当するときは、直ちに甲に届け出なければならない。 

（１）合併等（個人にあっては、死亡）により、権利の承継があったとき。  

 （２）乙の名称（個人にあっては、氏名）、所在地、代表者等に変更があったとき。 

（管轄裁判所）

第２３条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟の提起等裁判上の手続きをするときは、大阪

地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

（疑義の決定）

第２４条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項

については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 



 上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自その１通

を保有する。

令和  年  月  日

売払人  （甲） 東大阪市荒本北一丁目１番１号

東大阪市

代表者 東大阪市長  野 田 義 和 印

買受人  （乙） 住所  □□□□□□□□

氏名  □ □ □ □    印


